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１．初等中等教育に関する取組について

経済・財政⼀体改⾰に向けた取組 

 学校の適正規模化による教育効果の最⼤化 

 「チーム学校」の推進による効果的・効率的な教育⼒の向上
 

 ＩＣＴの活⽤等による校務の合理化・改善

社会や⼦供の変化に対応する教職員定数の戦略的充実
深刻化する⼦供の貧困や、いじめ・不登校、障害のある児童⽣徒の増加など、複雑・困難化する教育課題に
対応し、⽇本の成⻑を⽀える⼈材を育成するための学校教育を推進するためには、教職員定数の充実が
必要

創造性を育む
学校教育の推進
アクティブ・ラーニングの充実

⼩学校における専科指導の充実

学校現場が抱える
課題への対応

⼦供の貧困、障害のある児童⽣徒、いじめ・
不登校、外国⼈⼦弟等の増加への対応

学校の組織的な
教育⼒の充実

学校マネジメント機能の強化
専⾨スタッフの配置促進等

平成２８年度概算要求においては、少⼦化に伴う教職員定数の減を⾒込んだ上で、厳しい財政事情に最
⼤限配慮し、最低限の事項について重点的に要求（対前年度 ▲１２１億円）

教育政策の成果に関する実証研究の実施 

教育の特質に即した教育政策の有効性の総合的評価を推進
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平成７年度平成２５年度

学校が対応すべき課題は増加する中、教員を削減することは、学校の機能低下に直結
教員の削減は、結果として「⼀億総活躍社会」や「地⽅創⽣」を⽀える⼈材育成を不可能にする

８次にわたる教育再⽣実⾏会議の提⾔を実現することも困難 

 教職員定数の機械的削減は学校の現実に合
わず、教育条件の悪化を招き、不適切。

例１）急増する特別⽀援教育に係る教職員
定数は増の必要。

例２）都市部に⽐べて少⼦化の進展が著しい
過疎地の学校にあっては、より⼀層教育条
件が悪化。 

「教員1⼈当たりの児童⽣徒数」や「学級当たりの教
職員数」を固定した教職員の機械的削減について

学校が対応しなくてはならない課題は増加 

 ⼦供を取り巻く課題への対応は、喫緊の課題。社会は、
学校にその対応を求めている。

経済的援助を受ける
困窮家庭が増加

障害に応じた指導を
受けている⼦供が増加

⽇本語指導が必要な
供が増加

2.0倍

151.5万⼈

76.6万⼈

H7 H25
※要保護・準要保護
児童⽣徒の合計数

5.0倍 

16,700⼈ 

83,750⼈ 

H7 H26

※普通学級で通級による指導を
必要とする児童⽣徒数 

34,178⼈ 

21,344⼈

1.6倍

H16 H26
 

地⽅要望の充⾜率は 
87%

現在対応できているのは
約８割 

H7 ：16⼈に1⼈ 
H25 : 6⼈に1⼈

 2016年度より実証研究を実施。⻑期的な効果の研究だけでなく、得られた成果については順次政策⽴案に活⽤。 

 ペーパーテストで測定できる学⼒以外の多⾯的な教育の成果（思考⼒・判断⼒・表現⼒、コミュニケーション能⼒、意欲・⾃制
⼼・社会性等の⾮認知能⼒ 等）へのアプローチ、⼀定期間を通じた経時的な⼦供の変化の評価、教育成果に影響する様々
な要因への配慮等を重視しながら、政策の有効性の総合的評価を推進。 

 全国学⼒・学習状況調査のデータについて、機微な情報の保護とのバランスを取りつつ、研究者が詳細データを活⽤できる⽅策
を検討。

教育政策の成果に関する実証研究の実施 
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２．国⽴⼤学の機能強化を通じた経済再⽣への貢献 

・グローバル化を担う⼈材の育成 ・我が国産業の⽣産性向上を牽引する⼈材の能⼒伸張
・世界における我が国の競争⼒強化 ・我が国発の科学技術イノベーションの創出
・⼤学の機能を活⽤した地域の課題解決 ・活⼒ある地⽅の創⽣と担い⼿づくり

教育再⽣ 経済再⽣ 地⽅創⽣ 科学技術
イノベーション

「社会変⾰のエンジン」としての国⽴⼤学の改⾰の更なる加速
（国⽴⼤学が直⾯する課題） （国⽴⼤学改⾰のこれまでの取組）

 基盤的経費である運営費交付⾦の継続的な削減
（過去12年間で約12％（1,470億円）減少） 

 若⼿教員の常勤雇⽤が減少し、⼤学院進学者の
減少など、優秀な⼈材の確保に重⼤な課題 

 研究時間の減少、論⽂数の伸び悩みなどに弊害

25
年度 

26
年度 

27
年度

・教育再⽣実⾏会議第三次提⾔
・「国⽴⼤学改⾰プラン」策定・実施（ミッションの再定義等）
・「⽇本再興戦略」
・学校教育法等の⼀部改正（教授会の⾒直し等）
・産業競争⼒会議（３類型による⼤学の機能強化等）
・第３期の運営費交付⾦の在り⽅について（ 3つの重点⽀援枠組）
・「⾻太⽅針2015」（交付⾦の重点配分、寄附への税額控除等）
・「国⽴⼤学経営⼒戦略」の策定 

ガバナンス改⾰ 組織⾒直し 運営費交付⾦の
在り⽅の⾒直し

⼈事給与
システム改⾰ イノベーション

・年俸制(約9,700⼈)やｸﾛｽｱﾎﾟ
ｲﾝﾄﾒﾝﾄ制度(92⼈)の導⼊な
どの改⾰が進捗中

・教授会の規程の⾒直し
など、ガバナンス改⾰を
促進

・新学部が１２⼤学に設置
される他、機能強化のた
めの組織改⾰が⾶躍的に
進⾏

・三つの重点⽀援の枠組みを
新設

・学⻑裁量による経費を区分

・⼤学発ベンチャー⽀援
会社等への出資を可能
とする仕組みを創設

現在進⾏中の国⽴⼤学の機能強化を更に加速させるべく、その基盤となる運営費交付⾦を安定的に確保し、
教育研究・社会貢献機能を拡充し、経済再⽣に貢献
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具体的な取組とＫＰＩ
 

第3期中期⽬標･中期計画素案では、
各⼤学から積極的･意欲的な提案 

総計で1,300を超える数値的⽬標の設定 

特に、グローバル⼈材育成に向けて、
⽇本⼈学⽣の海外留学（66⼤学）
外国⼈留学⽣の受⼊れ（67⼤学）
外国⼈教員の受⼊れ（41⼤学） などの⽬標設定 

 43⼤学で、学部段階の組織⾒直しを計画
・H28設置予定 地域デザイン科学部（宇都宮⼤）

⽣物資源産業学部 （徳島⼤） 等 

「国⽴⼤学経営⼒戦略」に基づき、

⼤学改⾰を強⼒に推進

 ⼤学等の将来ビジョンに基づく機能強化の推進 

⇒運営費交付⾦の中に3つの重点⽀援の枠組みを新設 

 ⾃⼰改⾰・新陳代謝の推進 
⇒学部等の再編、⼤学間・専⾨分野間の連携等 
⇒⼈事給与システム改⾰ 

 財政基盤の強化 
⇒⺠間との共同研究の拡⼤ 

 未来の産業･社会を⽀えるフロンティア形成 
⇒「特定研究⼤学（仮称）」等

学部等の再編や⼤学間・
専⾨分野間の連携等

⼈事給与システム改⾰の
更なる推進

⺠ 間 と の 共 同 研 究
の拡⼤

第2期の前半3年間（平成22年度〜
平成24年度）において学部・学科の
改組を⾏った国⽴⼤学の割合の２倍
を⽬指す。

⼤学等における⺠間企業との
共同研究実施件数⼜は⾦額を 
2013年度⽐２割増 

2021年において、若⼿（40歳未満）
の本務教員数を2015年⽐600名増

Ｋ
Ｐ
Ｉ

具
体
的

な
取
組 

 基盤を⽀える運営費交付⾦の安定的確保と⼤学の努⼒による⾃⼰収⼊増の相互作⽤で⼤学の機能強化を加速 

 運営費交付⾦の削減と、その状況の下で各⼤学の⾃⼰収⼊を促す⽅策は、イノベーションの創出等に取り組んで
いる各⼤学の改⾰意欲を失わせ、我が国の成⻑に悪影響を与える可能性 

 ⾃⼰努⼒による収⼊の増加は、⼤学へのインセンティブとして、運営費交付⾦の算定に影響させないことで⼤学
の機能強化の加速を後押し

5 



参考資料 
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教員配置（少⼈数学級）の効果（⼭⼝県の事例）
 

学⼒の向上学習習慣等の定着学級の安定化

○国の加配定数を活用して山口県独自の少人数学級を実施。
○学級の安定化、学習習慣等の定着、学力の向上の効果を上げている。
○教職員定数の削減は、これらの取組の実施の後退につながる。

※山口県の少人数学級
小1 ：30人以下学級
小2～中3：35人以下学級

小学校での不登校児童の出現率は、「３５人
学級化」実施前は全国平均を上回っていた
が、小学校における段階的な実施に伴い、出
現率が低下している。

【小学校での不登校児童の出現率】

0.4

0.35 

0.3 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1 

山
口
県

全
国

0.38 
0.35 

0.32 0.32 0.32 
0.33 

0.26 
0.24 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

・同学年の担任が一人増えることで、子どもたち
を多角的に見たり、指導の在り方について相談
したりするなど、学年部としての指導の充実を
図ることができた。
・家庭訪問や個人懇談、進学時の質問などにきめ
こまやかな対応がとれるようになり、保護者から
の信頼を受けることにつながっている。

学校現場の声 

「３５人学級化」によりきめ細かな指導が行わ
れることにより、粘り強い学習態度や自主的な
学習習慣が定着してきている。

【『全国学力・学習状況調査』の児童質問紙】

〔質問〕解答を文章で書く問題について、どのように
解答しましたか。（国語） 

平成２１年度小６ 

平成２６年度小６

最後まで努力した
途中であきらめた
ものがあった

全く解答
しなかった 

80.6 

66.3 

17.3 

30.4 

1.5 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

〔質問〕家で自分で計画を立てて勉強をしていますか。

平成２１年度小６

平成２６年度小６ 25.4 

21.2 

36 

30.7 

29.9 

34.4 

8.7 

13.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

している あまり
していない

全く
していない

どちらかと
いえばしている

『全国学力・学習状況調査』における小
学校６年生の平均正答率が全国比で向上
している。

【『全国学力・学習状況調査』の平均正答率】 

(％) 〔平成２１年度の小６〕

68.6 

49.6 

78.6 

52.8 

69.9 

50.5 

78.7 

54.8 

45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

山
口
県

全
国

(％) 〔平成２６年度の小６〕

73.6 

57.8 

79.5 

58.6 

72.9 

55.5 

78.1 

58.2 

45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

山
口
県

全
国
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教員配置（いじめ対応等）の効果（横浜市・千葉県の事例）


＋10.9Ｐ

横浜市の事例 

児童支援・生徒指導専任教諭を小中学校に配置 

認知した「いじめ」について、専任教諭を中心に
組織的に対応

児童支援・生徒指導専任教諭

いじめや不登校、発達障害等の課題に対応す
るため、指導の学校内での中心的役割や関係
機関及び地域との連携窓口を担う教諭。 

※小学校には平成２２年度より段階的に配置。平成２６
年度から全小学校に配置。 

 いじめの年度内改善率が向上
２１年度：８９．５％ → ２６年度：９９．８％

※「年度内改善率」
いじめ認知件数のうち、
年度内に「解消している
もの」と「一定の改善が
図られたが継続支援中」
を合わせた件数が占める
割合

（％）

※横浜市「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 

1,167 

2,100
2,161 

3,4453,233 
2,447 

89.5 
91.2 

92.6 
94.2 

96.6 
99.8 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

80 

85 

90 

95 

100 

21 22 23 24 25 26

（件）

いじめ認知件数

いじめ年度内
改善率 
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○教職員の追加配置により、いじめや不登校等の対応を行う専任の教諭等を配置。
○いじめの年度内改善率の向上や不登校出現率の減少等の効果を上げている。 

29.6% 
40.5% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

H25 H26 

 不登校支援で加配を継続した中学校※
の約８割で不登校出現率が減少 

 不登校生徒であっても、加配継続学校で
は、適応指導教室への通級率が上昇 

76.2%
不登校出現率減少校

適応指導教室とは

不登校児童生徒の集
団生活への適応等を
行い、その学校復帰
を支援する施設 

※平成25・26年度に不登校支援のための加配措置を行った中学校（ 84校）

千葉県の事例



成 果

習熟度別少⼈数指導の成果
 
教職員の追加配置による習熟度別少人数指導は、学力・学習意欲の向上に効果あり。

成 果
〜全国学⼒・学習状況調査との関係〜

学
習
意
欲
の
向
上

習熟度別少⼈数指導を多くの時間で
⾏っている学校の⽅が、
学力上位層（A層）が多く、
学力下位層（D層）が少ない関係
が⾒られた。

習熟度別少⼈数指導を多くの時間で
⾏った学校の児童⽣徒の⽅が，
算数・数学に対して，好き・⼤切・よく
分かると肯定的な回答をしている。

特に，低学⼒層において，学習意欲
との関係が顕著に⾒られた。

学
⼒
向
上

習熟度別少⼈数指導と学⼒層Dの児童の割合（算数A)

習熟の遅いグループに対して
少人数指導を

学⼒層Dの児童の割合が、全国平均より低い学校の割合

3/4以上で行った 

行っていない 52.3% 

58.6% 

47.7% 

41.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%


習熟の遅いグループ(Ｄ層)に対する少⼈数指導と算数の勉強が好きな児童の割合
50.1% 

50%


48%
 

46%
 

44%
 

42%
 

40%
 

（出典）国立教育政策研究所「平成19･20年度全国学力・学習状況調査追跡分析」

44.2% 

習熟度別少人数指導を
行っていない

年間の授業のうち、
おおよそ3/4以上で行っ
た
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学級規模が小さいほど、学習規律・授業態度が良い

学校には学習意欲・規律が低い子供も多い。集団が大きくなるほど、グループの統制が難しく逸脱行動が増える。

授業中の私語が少なく、生徒が落ち着いている学校の割合 

40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
65.0 
70.0

生徒が礼儀正しい学校の割合 

30.0 
35.0 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
65.0

学級規模が小さいほど、主体的な学習を促す授業が充実 

50.0 

55.0 

60.0 

65.0 

70.0 

75.0 

80.0

総合的学習の時間で、自分で課題を立て情報
を集め、調べた成果を発表する学習活動に取

り組んだ割合

ＩＣＴを活用して子供同士の学び合いや
課題解決型の学習指導を行った割合 

40.0 

45.0 

50.0 

55.0 

60.0 

65.0 

70.0

総合的学習の時間で学んだことが普
段の生活や社会で役立つと考える生

徒の割合 

65.0 

70.0 

75.0 

80.0 

85.0 

90.0

授業で自分の考えを発表する機会
が与えられたと考える生徒の割合 

80.0 
82.0 
84.0 
86.0 
88.0 
90.0 
92.0 
94.0

（出典）平成27年度全国学力・学習状況調査（中学校分） 10 



学級規模が小さいほど、主体的な学習を促す授業が充実

理科で自分の考え・考察を説明・発表している
生徒の割合 

30.0 

35.0 

40.0 

45.0 

50.0 

55.0 

60.0 

65.0

月１回以上理科室で観察・実験を行った割合 

80.0 

82.0 

84.0 

86.0 

88.0 

90.0 

92.0 

94.0

理科で観察・実験の結果を基に考察した割合 

62.0 

64.0 

66.0 

68.0 

70.0 

72.0 

74.0 

76.0 

78.0 

80.0

学級規模が小さいほど、授業内容の理解が高まる

授業内容がよく分かると答えた生徒の割合 

65.0 

67.0 

69.0 

71.0 

73.0 

75.0 

77.0 

79.0 

81.0 

83.0 

85.0

国語

数学

理科

学級規模が小さいほど、学習意欲が高まる

勉強は大切だと思う生徒の割合 

65.0 

70.0 

75.0 

80.0 

85.0 

90.0 

95.0

学習したことが将来社会で役立つと考える
生徒の割合 

45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
65.0 
70.0 
75.0 
80.0 
85.0 
90.0 
95.0

国語

数学

理科 

（出典）平成27年度全国学力・学習状況調査（中学校分） 11 



経済・財政⼀体改⾰に向けた取組（例：統合校の教育環境の整備⽀援）
 

閉校

統合 

 適正規模や適正配置についての自治体の取組を促進 
 学校規模の標準を下回る度合いに応じて、規模ごとに
対応の緊急度を提示 

 従来の通学「距離」の基準に加えて、スクールバスの利用等
を踏まえ、通学「時間」の基準を設定する場合の目安
（概ね１時間以内）を提示。

平成２７年１月 「適正規模・適正配置等に関する手引」を策定

（注）金額は平成28年度概算要求。（ ）内は平成27年度予算。

閉校 

●教員定数の加配
２６年度から統合後の教職員数の激減を緩和する加配を開始。
２７年度からは、統合に伴って生じる業務に対応するため
統合の前年にも支援を拡大。
２８年度要求では、統合後５年まで措置を拡大。 

●施設整備補助
学校統合の際に必要な施設整備について、２７年度から、改修に係る補助率を１/３から新増築と同等の
１/２とし、財政負担の小さい既存施設を活用しやすい環境を整備。 

●通学の支援（遠距離通学費補助、スクールバス・ボート購入費補助）
統合により通学距離が拡大するため、スクールバスの購入や通学費補助などの統合に伴う経費を支援。
・へき地児童生徒援助費補助金 2,703百万円（1,616百万円） 

●統合校における特色ある教育活動への支援
・少子化・人口減少社会に対応した活力ある学校教育推進事業 51百万円（27百万円）

統合校の教育環境の整備支援

適正規模や適正配置についての自治体の取組を促進

生み出された好事例を積極的に分析・発信

統合 

1年前 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

H26 

H27 

H28

【対応の目安の提示例】
小学校 （１～５学級） 複式学級が存在する規模
「一般に教育上の課題が極めて大きいため、学校統合等
により適正規模に近づけることの適否を速やかに検討する
必要がある。
地理的条件等により統合困難な事情がある場合は、小規
模校のメリットを最大限生かす方策や、小規模校のデメリッ
トの解消策や緩和策を積極的に検討・実施する必要がある。
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先進主要国に⽐べ、我が国の⾼等教育への公財政⽀出の伸びは⼩さ
く、平成16年度の法⼈化以降、運営費交付⾦は減少が続いている

教育研究活動を⽀える常勤教員、特に、若⼿研究者の常勤雇⽤が減
少し、優秀な⼈材の確保や研究時間の減少などに弊害が出ている 

○高等教育機関への公財政支出の推移 ○常勤教員の人件費の推移

（単位：億円）

6,882 億円7,000 

6,800 

6,600 

6,400 

6,200 5,974億円 
6,000 

5,800 

5,600 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

5,400 
18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

※物価換算の数値であり、日本の105は、実額ベースで増えていない。 (注1）出典：文部科学省調べ。

出典：OECD「図表でみる教育」
(注2）平成19年度以降の人件費には、会計基準変更にともなうセグメント間の人件費配賦方法の見直しによる影響額を含んでいる。
(注3) 人件費には、附属病院以外の推移を示している。

○国立大学法人運営費交付金の推移 ○研究大学における任期付教員の雇用状況に関する調査

105 

145 

120 

140 
122 

204 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

220 

OECD平均

2000年の水準を100とした値

任期付き 任期無し 

30～34歳 35～39歳 40～44歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳

平成 
19年度 1,618 1,650 1,124 1,715 3,018 3,357

平成 
25年度 2,493 2,899 2,249 957 2,102 2,940

平成19年度と比べ、 平成19年度と比べ、
約+3,300人増 約▲2,100人減

（資料：「大学教員の雇用状況に関する調査」【H27年９月 文部科学省、科学技術・学術政策研究所】） 
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第3期中期⽬標期間に向けた国⽴⼤学改⾰の取組状況
 

◆国⽴⼤学における特⾊ある学部等設置の状況（主なもの）

国立大学改革のこれまでの動きと主な成果

24
年度 

25
年度 

26
年度 

27
年度 

28
年度

中央教育審議会「新たな未来を築くための⼤学教育の質的転
換に向けて」答申 

「ミッションの再定義」開始 

教育再⽣実⾏会議第三次提⾔ 
教育振興基本計画､⽇本再興戦略 
今後の国⽴⼤学の機能強化に向けての考え⽅ 

国⽴⼤学改⾰プラン 
➤	 平成26～28年度で新たに12学部設置される（予定含む）など、組織改革を
積極的に実施 

➤	 年俸制(約9,700人)やクロスアポイントメント制度(92人)など、人事･給与シ
ステム改革が進捗 

➤	 国立大学から大学発ベンチャー支援会社等への出資を可能とする仕組み
の創設 

 「⽇本再興戦略」改訂2014､⾻太の⽅針、科学技術イノベーション総合戦略2014 

今後の国⽴⼤学の機能強化に向けての考え⽅（改訂） 

学校教育法･国⽴⼤学法⼈法⼀部改正法の施⾏ 
➤⼤学運営におけるガバナンス改⾰を促進するため、教授会等の規定の
⾒直し、国⽴⼤学法⼈の学⻑選考の透明化等

国⽴⼤学法⼈等の組織及び業務全般の⾒直しについて 
➤中期⽬標･中期計画素案では､ 43⼤学で組織再編が計画されているほ
か､先進的取組や⾼い数値⽬標の設定など､各⼤学から意欲的に提案 

第３期中期⽬標期間における国⽴⼤学法⼈運営費交付⾦の
在り⽅について（審議まとめ） 
➤機能強化の⽅向性に応じた取組をきめ細かく⽀援するため、予算上、
三つの重点⽀援の枠組みを新設 

➤学⻑のリーダーシップを予算⾯で発揮し、組織の⾃⼰変⾰や新陳代
謝を進めるため｢学⻑の裁量による経費｣を区分 

国⽴⼤学経営⼒戦略 
 「⽇本再興戦略」改訂2015､⾻太の⽅針、科学技術イノベーション総合戦略2015 

第３期中期⽬標期間 開始 
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